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はじめに 
 
 平成 16年４月の発足以降、公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）

は、わが国における監査の品質を高め、公共の利益を確保する観点から、監査

事務所に対する検査を実施してきた。 
 
審査会の検査においては、品質管理に関する責任、職業倫理及び独立性、監

査実施者の採用等、監査契約の新規の締結及び更新、監査業務の実施、監査調

書、監査業務に係る審査、品質管理のシステムの監視、監査事務所間の引継、

共同監査など、監査事務所における監査の品質管理に関する事項について、多

岐にわたり指摘を行っている。審査会は、これまでも、監査事務所に対する検

査結果の概要を取りまとめ、公表してきた（注１）。 
 
本事例集は、審査会による検査における主な指摘事例を具体的に紹介するこ

とにより、個人事務所を含めた監査事務所による監査の質の維持・向上を図る

ための自主的な取組みを促し、監査の信頼確保及び証券市場の透明性を確保し、

公益に資することを目的としている。本事例集においては、監査事務所の規模

や指摘の頻度にかかわらず、審査会として、一般的に生じがちな問題点に関し、

監査事務所における品質管理の向上を図る上で、参照してもらうことが有益で

あると考えている事項を掲載している。 
 
本年の改訂においては、平成 20年度までに実施した検査結果につき、最近の

検査で確認された事例や会計基準等の改訂等を踏まえ、指摘事例の追加・削除

等の見直しを行った（注２）。 
  
審査会としては、個人事務所を含めた各監査事務所において、本事例集も参

考にして（注３）、今後とも、監査事務所の品質管理の維持・向上のための一層の

努力が行われることを期待している。 
 
（注１）審査会による検査結果の概要を取りまとめ、これまでに公表したもの。 

・ 「４大監査法人の監査の品質管理について」（平成 18年６月 30日公表） 

・ 「小規模監査事務所の監査の品質管理について」（平成 18年 11月８日公表） 

・ 「中小規模監査事務所の監査の品質管理について」（平成 19年３月 16日公表） 

・ 「３大監査法人の業務改善状況について」（平成 19年６月 29日公表） 

 

（注２）掲載事例は、平成 20年度までに審査会が実施した検査を対象としている。 
 
（注３）日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューでの指摘事例が、「品質管理委員会
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年次報告書」及び「品質管理委員会半期報告書」において「改善勧告事項の概要」など

として紹介されているので、本事例集と併せて参照されたい。 
 
（注４）指摘の根拠となる基準等の規定が複数ある場合については、主な規定を記載している。 
 
（注５）本事例集においては、改善に向けての取組みの参考として、可能な限り、指摘事例の

背景・原因などについても言及することとしている。また、各監査事務所に特有の事項

等については、一部で表現振りの変更を行っている。 
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用語の定義 
 

 ○「法」 ：公認会計士法 
 ○「令」 ：公認会計士法施行令 
 ○「規則」：公認会計士法施行規則 
 ○「地方事務所」：監査法人における「従たる事務所」  

○「独立性の確認書」：独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書 
○「ＣＰＥ」：継続的専門研修 
○「協会」：日本公認会計士協会 

 ○「監査の品質管理規程の例示について」： 
中小事務所等施策調査会研究資料第１号 
中小監査事務所向け監査ツール「監査の品質管理規程の例示について」 

 ○「監査業務の定期的検証チェックリスト」： 
中小事務所等施策調査会研究資料第２号 
中小監査事務所向け監査ツール「監査業務の定期的検証チェックリスト」 
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１．業務管理体制  

 

(1)  品質管理に関する責任 

 

・ 社員全員が対等の立場との認識により、最高経営責任者等が品質管理のシステム

に関する最終的な責任を負っていることが明確にされていない。また、「監査業務

の質」が優先されるべき事項であることが運営方針等に反映されていない。【平成

18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 13・15項） 

 

・ 代表者は、品質管理に関する方針及び手続として、監査マニュアルの整備などの

対応を講じておらず、監査の品質管理の向上を目的とした部署を設置したが、その

具体的な業務に関する指示も行っていない。【平成 18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 13～15項） 

 

(2)  組織運営 

 

・ 品質管理、審査及び研修等の各部門の責任者は、意思決定機関である社員会の手

続を経て正式に任命されておらず、各部門の責任者である社員は自己の職責も理解

していない。【平成 19年度検査】 

 （品質管理基準委員会報告書第１号第 16・17項） 

 

・ 諸規程の策定・改廃、社員会の運営及び議事録の作成など、ほぼすべての業務管

理を代表者が一人で行っており、社員間で業務分担などが行われていない。また、

内部規程と業務実態との整合を図ることや監査基準等の改訂に伴う監査マニュア

ルの見直し等が行われていない。【平成 19年度検査】 

 （品質管理基準委員会報告書第１号第 13・16項） 

 

・ すべての監査実施者が非常勤又は個人事務所との仕事を兼務しているため、監査

実施者の監査法人の業務に対する責任意識や監査法人の監査実施者に対する求心

力が低くなりがちな傾向があるなどの弊害が認識されているにもかかわらず、品質

管理に関する方針及び手続の策定と周知、教育・訓練、日常的監視及び定期的検証

による不備の是正などに取り組んでいない。【平成 20年度検査】 

    （品質管理基準委員会報告書第１号第 11～13項） 

 

・ 社員会において、定款の変更や決算の承認等の重要事項について意思決定を行っ

たとしているが、議事録が作成されていない。【平成 19年度検査】 
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(3) 規程の整備 
 
・ 監査法人設立後 20 年間に、新たな法令や基準が制定・公布又は公表され、また、

監査法人の実態も変わっているにもかかわらず、内部規程を一切見直していない。

【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 12項） 
 
・ 意思決定機関である社員会について、招集手続、定足数及び議決方法などの規程

を整備していない。【平成 20年度検査】 

 

・ 内部規程の間に以下のような不整合がみられる。【平成 20年度検査】 

 （品質管理基準委員会報告書第１号第 12項） 

ｱ) 保存期間が満了した監査調書の廃棄の承認等をする者について、「監査の品質

管理規程」においては、品質管理担当責任者とされているが、「監査調書管理細

則」においては、監査責任者及び統括代表社員とされている。 

ｲ） 監査実施者の評価、報酬及び昇進について、「監査の品質管理規程」において

は、社員会が決定するとされているが、「人事考課運用細則」においては、統括

代表社員が決定するとされている。 

 
・ 法に定める大会社等以外の監査業務について、長期間継続して関与している業務

執行社員がいるにもかかわらず、独立性に対する脅威について適切な措置を講じる

必要性があるかどうかを判断する基準を定めていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 27項（２）） 
 

 (4) 法令諸基準の遵守 

 

① 定款に記載のない業務提供 

 
・ 非監査証明業務（法第２条第２項の業務）を定款の目的としていないにもかか

わらず、コンサルティング業務等の非監査証明業務を行っている。【平成 19年度

検査】 

（法第 34条の５第１号） 

 

・ 企業再編コンサルティング等の非監査証明業務について、定款に定めがないに

もかかわらず、監査法人のウェブサイトにおいて、専門スタッフを有して業務提

供をすることができると記載をしている。【平成 20年度検査】 

（倫理規則第 13条第１・２項） 
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② 定款変更の届出 

 

・ 社員に関する事項を変更しているにもかかわらず、定款変更の届出を行ってい

ない。【平成 19年度検査】 

（法第 34条の 10 第２項） 

 

③ 業務報告書の記載内容 

 

・ 内部規程において、業務報告書は総社員の同意をもって決定するとしているが、

代表者が作成した事実と異なる業務報告書の内容を他の社員が確かめることな

く、提出している。【平成 19年度検査】 

（法第 34条の 16第２項、規則第 38条） 

 

・ 業務報告書の記載内容について、以下のような不備事例がみられる。【平成 19・

20年度検査】 

ｱ) 「監査業務の定期的検証の状況」について、定期的な検証を実施していない

にもかかわらず、主査等が実施している旨を記載している。 

ｲ) 「被監査会社等の内訳」において、非監査証明業務を監査証明業務として記

載している。 

ｳ) 「審査方式」について、コンカリング・レビュー・パートナー方式を採用し

ているにもかかわらず、会議体方式と記載している。 

 

④ 同時提供の禁止 

 

・ 連結財務諸表に関する監査において、被監査会社から事前に資料を入手して、

連結財務諸表の数値を算出し、被監査会社に提供するなど、財務書類の調製に関

する業務を行っている。【平成 19年度検査】 

（法第２条第２項、第 24条の２、第 34条の 11、第 34条の 11の２、規則第６条

第１号） 

 

・ 当監査法人の代表者は、株式の大部分を自らが所有しているコンサルティング

会社が関連会社に該当することを看過している。このため、当該関連会社が非監

査証明業務を提供している会社に対して、同時提供の禁止の規定に反して監査証

明業務を提供していることに気付いていない。【平成 20年度検査】 

（法第２条第２項、第 24条の２、第 34条の 11の２、令第７条第２項第１号、規

則第３条、第５条、第６条） 

 

 

 6



 

 (5) 情報管理 

 

① 情報セキュリティ 

 

・ 監査法人と社員の経営する税理士事務所が、ファクシミリやサーバを共有して

いるにもかかわらず、サーバへのアクセス制限がかけられていない。【平成 19年

度検査】 

（法第 27条） 
 

・ 社員が経営する税理士事務所の職員に監査手続の一部や監査調書の整理等を行

わせているが、独立性や情報管理に関する対策を講じていない。【平成 20年度検

査】 

（法第 27条、第 28条の３、倫理規則第２条第８項） 
 

・ 監査法人及び監査現場で使用しているパソコンに係る情報セキュリティ管理が

監査実施者任せとなっており、アクセス制限やパスワード管理等の情報管理を監

査法人として行っていない。【平成 20年度検査】 

（ＩＴ委員会報告第４号Ⅳ２） 

 

・ 監査実施者に貸与しているパソコンやＵＳＢメモリ等の情報機器に関し、貸与

申請、貸出手続などを定めておらず、その所在を確認していない。【平成 20年度

検査】 

（ＩＴ委員会報告第４号Ⅳ２） 

 

② インサイダー取引防止態勢 

 

・ インサイダー取引を防止するため、全従業者に対して誓約書の提出を求める旨

を内部規程に規定しているが、全従業者の範囲を誤り、非常勤職員などの監査補

助者から誓約書を入手していない。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 18・19項、倫理規則第２条第 10項） 

 

③ 個人情報の保護 

 

・ 個人情報の保護に関する法律第２条第３項の規定による個人情報保護事業者に

該当するか否か、また、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」

及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等に

ついての実務指針」に対応した措置の必要性の検討を行っていない。【平成 20年

度検査】 
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（法第 27条） 

 
 (6) 地方事務所の管理 

 
・ 地方事務所として届出をしているが、社員が常駐していない。【平成 18年度検査】 

（法第 34条の 13第１項、規則第 25条第７号） 
 

・ 地方事務所を含めて、業務処理に関する情報が監査法人内において共有されてい

ないことから、一事務所におけるシステムの不具合による監査調書の未登録などの

同じ問題が、その後も複数の地方事務所において発生している。【平成 18年度検査】 
 
(7) 業務改善への取組み 

 
・ 協会の品質管理レビューの指摘事項の改善について、以下のような不備事例がみ

られる。【平成 18・19年度検査】 
 ｱ) 監査法人の品質管理のシステムの運用が縦割り的な組織に委ねられ、全社的な

監視システムが構築されていないことから、協会の品質管理レビューでの指摘事

項及びそれに対する改善指示が監査法人全体に周知徹底されていない。 

 ｲ) 協会の品質管理レビューで指摘された事項について、監査法人内への周知徹底

が十分になされていないため、品質管理レビューの対象となった監査業務のみの

改善に止まっている。 

 

 

２．職業倫理及び独立性  

 

(1) 独立性（利害関係）の確認 

 

① 年次の確認 

 
・ 独立性の確認に関する責任者を定めておらず、独立性の年次の確認も実施して

いない。【平成 18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
  
・ 非常勤の監査実施者に対し、独立性の確認を行っていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
 
・ 独立性の確認書が回収されていない監査実施者及び審査担当者がいる。【平成

19年度検査】 
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（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
 
・ 監査実施者から回収した独立性の確認書に記載が全くないものがある。【平成

18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
 
・ 監査実施者に対し、個々の監査業務ごとに独立性の確認を実施すれば、年次の

独立性の確認は不要と考え、実施していない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
 
・ 地方事務所における独立性の確認について、各地方事務所に任せ、本部におい

て実施状況の確認を行っていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
 
・ 独立性の確認対象会社から被監査会社の関係会社等が漏れている。【平成 20年

度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 25項） 
 
・ 独立性の確認に当たり、協会が公表した「監査人の独立性チェックリスト」（倫

理委員会研究報告第１号）を利用しているが、協会の倫理規則の改正に伴う内容

の見直しを行っていない。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 20・21項） 

 
② 監査業務における確認 

 

・ 被監査会社の試算表の数値を監査調書作成のために入力させるなど、監査業務

を補助する職員に対して、独立性の確認を実施していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 12項） 
 
・ 非常勤の監査補助者に対して、担当会社の変更に対応した独立性の確認を行っ

ていないため、新規に関与することとなった被監査会社については、独立性の確

認をせずに監査業務を行わせている。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 12項） 
 
・ 学校法人に係る監査業務について、独立性の確認を実施していない。【平成 19

年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 12項） 
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③ 監査契約の新規締結時における確認 

 
・ 監査証明業務及び非監査証明業務の新規受嘱に当たり、被監査会社との間の利

害関係の調査や同時提供禁止業務に該当する可能性についての調査等の独立性の

保持に関する確認を行っていない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 16項） 
 
・ 契約担当社員は、会社との利害関係の有無を事前に調査しないまま、会計監査

人への就任を受諾する旨会社に伝達し、株主総会で選任されている。また、その

後に実施したとされる利害関係の調査において、被監査会社の連結子会社が調査

対象リストから漏れている。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 16項） 
 

(2) 競業の禁止 

 

・ 社員個人による非監査証明業務の受嘱について、当該社員は、他の社員全員の承

認を受けないまま、監査法人の業務の範囲に属する非監査証明業務を受嘱している。

【平成 20年度検査】 

（法第 34条の 14第２項） 

 

 

３．監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任  

 

(1) 教育・訓練 

 
・ ＣＰＥ履修状況について、監査実施者の個人管理に委ねていたため、履修義務不

履行者を把握していない。【平成 19年度検査】 

（協会会則第 116条第５項） 
 
・ 監査業務の定期的な検証の結果、不備の程度が高いと認められた監査業務を担当

していた業務執行社員等に対する特別研修の欠席者に対し、再研修の実施などを行

っていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 41項） 
 

・ 公認会計士の資格を有していない監査実施者に対し、ＩＴ関係の研修用ＣＤ－Ｒ

ＯＭを視聴させること以外の教育・研修を行っていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 41項） 
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(2) 評価、報酬及び昇進 
 
・ 内部規程において、社員報酬については総社員の同意をもって定めるとしている

にもかかわらず、本部及び各地方事務所のそれぞれにおいて社員の報酬を決定して

いるなど、監査法人としての管理を行っていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 42項） 
 
・ 各部門で行われている監査実施者に対する評価とその結果の報酬への反映につい

て、監査法人内で統一した評価項目、評価基準及び様式が定められておらず、評価

結果や報酬への反映状況等も文書化されていないなど、組織的な運用となっていな

い。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 42項） 
 
(3)  選任 

 

・ 内部規程において、業務執行社員の選任については部門責任者による承認が必要

とされているが、監査業務着手前に、当該部門責任者による承認がなされていない。

【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 44項） 
 
・ 定款において、業務執行社員は「総社員の同意により定める」としているにもか

かわらず、監査契約の交渉を担当した社員が総社員の同意の手続を経ずに、業務執

行社員に就任している。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 44項） 

 
・ 監査責任者の選任に際して、被監査会社の業種の特殊性等に関する社員の能力や

経験を考慮していない。【平成 19年度検査】 
（品質管理基準委員会報告書第１号第 44項） 

 
 
４．監査契約の新規の締結及び更新  
 

(1)  方針及び手続 

 
・ 監査契約の新規の締結及び更新に係る方針と手続を策定しておらず、実施したと

する監査契約の新規の締結及び更新に係るリスク評価の検討過程や結果の文書化

もされていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 29 項、監査基準委員会報告書第 32 号第 14
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項） 
 
(2) 承認手続 

  
・ 代表者以外の社員が獲得した監査業務を当該社員の個人管理としていたことから、

各業務執行社員個人の判断により契約を更新している。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 29 項、監査基準委員会報告書第 32 号第 14

項） 
 
・ 大会社等の一部や学校法人のほとんどについて、監査法人としての管理を行って

いないことから、監査契約書の作成、契約リスクの評価及び所要の議決などの承認

手続を行わずに監査業務を実施している。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 29 項、監査基準委員会報告書第 32 号第 14

項） 

 

 

５．監査業務の実施  

 
(1) リスク・アプローチに基づく監査計画の立案 

 

① 「リスク・アプローチによる監査の手引」の使用 

 
・ 協会東京会が公表した「リスク・アプローチによる監査の手引（監査基準に準

拠した監査の手引）」にある様式例を利用してリスク・アプローチに基づく監査

計画の立案を行っているが、リスク・アプローチを正確に理解せずに形式的に当

該様式例を利用しているため、以下のような不備事例がみられる。 
ｱ) 同じ監査業務に対する監査計画の中で論理矛盾が生じている。 
ｲ) 各表間に整合性がない。 
ｳ) 監査調書の一部を作成していない。 

 
② 重要性の基準値の決定及び改訂 

 

（重要性の基準値の決定） 

 
・ 監査法人全体として、実証手続に依存した監査への自信とリスク･アプロー

チに基づく監査の効果に対する疑問を有しており、また、発見した虚偽の表示

は、原則としてすべて修正させる方針を採っているとの理由から、重要性の基

準値を決定しておらず、監査手続を立案する際に、勘定や取引ごとの重要性の
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値を考慮していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第５号第５・７項） 

 

（重要性の基準値の改訂） 

 
・ 重要性の基準値の決定に際して用いた過年度の財務諸表数値と当年度の財務 

諸表数値の実績が大きく乖離したにもかかわらず、監査実施者は、重要性の基

準値の改訂の要否を検討していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第５号第８項） 
 

・ 重要性の基準値を変更しているが、これに伴う試査範囲の変更など、監査計

画の見直しの要否を検討していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第５号第９項） 

 

・ 重要性の基準値の決定に当たり、基礎となる財務数値について、監査計画の

策定段階では被監査会社が公表している業績予想数値の税引前当期純利益を

用いていたが、期末直前に被監査会社が当期純損失を予想した業績予想数値の

修正を公表したことに伴い、売上高を用いる方法に変更している。 

上記のように、重要性の基準値の基礎となる財務数値を変更しているにもか

かわらず、財務諸表全体に与える虚偽の表示の影響や、財務諸表の利用者の経

済的意思決定に与える影響について検討していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第５号第２項） 

 
③ 内部統制を含む、企業及び企業環境の理解 

 

・ 「産業、規制等の外部要因」などの理解において、チェックリスト形式の監査

調書を作成し、考慮すべき事項についてマークを付しているが、被監査会社への

質問、分析的手続、帳票や内部規程等の閲覧などの手続を実施していない。【平成

20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第７・20・116項） 

 
・ 内部統制の理解において、経営者及び監査役に対する質問に止まり、内部統制

のデザインの評価、内部統制が実際に業務に適用されているかどうかの検討及び

判断のための観察、文書や報告書の閲覧等の手続を実施していない。【平成 20 年

度検査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第 51・52項） 
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④ 重要な虚偽表示のリスクの評価 

 

・ 重要な虚偽表示のリスクを総括する監査調書において、企業及び企業環境の理

解に係る監査調書において識別されているリスクが理由なく漏れている一方、当

該監査調書で識別していないリスクが当該総括する監査調書に新たに記載されて

いるなど、監査調書間の整合性がなく、監査チームによる重要な虚偽表示のリス

クの識別の過程が不明確である。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第 94項） 

 

・ 販売サイクルは重要であると考えて、売掛金、売上高及び貸倒引当金について

は内部統制を理解し、重要な虚偽表示のリスクの評価に基づき監査手続を計画し

ているが、販売サイクルに関わらない勘定科目については、前期以前から内部統

制の理解や重要な虚偽表示リスクの評価を行わずに、従前の監査手続を踏襲して

いる。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第 94・95項） 

 
⑤ 特別な検討を必要とするリスク 

 

・ 特別な検討を必要とするリスクとして「不正リスクへの対応」を決定している

にもかかわらず、具体的な不正リスク要因の識別や、それに係る監査手続を計画

しておらず、不正に関連したリスク対応手続も実施していない。【平成 20 年度検

査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第 102項） 
 

⑥ ＩＴ統制リスクの評価 

 

（ＩＴの概括的理解等） 

 

・ 監査計画において、「ＩＴを利用した情報システムのリスク評価の必要性につ

いて、ＩＴの利用が相当程度なされており、原則的なリスク評価手続を実施す

る。」と判断しているが、ＩＴを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示

のリスク評価手続を実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書 29号第 94項、ＩＴ委員会報告第３号第７項） 

 

・ 監査計画において、「ＩＴの利用が相当程度なされており、原則的なリスク評

価手続を実施する。」と判断して、ＩＴの全般統制に関する監査手続を実施して

いるが、被監査会社が内部統制報告書制度の準備のために行った作業の再実施

に止まり、監査チーム自らの判断による監査証拠を入手していない。 

 14



 

 また、ＩＴによる業務処理統制を利用して監査手続を行うと判断しているに

もかかわらず、売上取引等の重要な業務プロセスにおけるＩＴに関するリスク

対応手続を実施していない。【平成 20年度検査】 

（ＩＴ委員会報告第３号第 29・30項） 

 

・ 期首に新規の会計システムを導入しており、前期以前に行った内部統制のデ

ザイン等の評価をそのまま利用することができないため、当該システムの導入

における影響を検討する必要があるにもかかわらず、これを行っておらず、前

期期末の残高が当期期首に引き継がれていることも確かめていない。【平成 20

年度検査】 

（ＩＴ委員会報告第３号第２項（５）） 

 
（統制活動） 

 
・ ＩＴを利用した情報システムの全般統制について、被監査会社への質問のみ

によって、過年度から変更がなく良好であることを確かめ、過年度のＩＴの業

務処理統制に依拠するとしているが、質問と観察及び文書の閲覧等の手続を組

み合わせて実施していない。【平成 20年度検査】 

（ＩＴ委員会報告第３号第 30・31・35項、ＩＴ委員会研究報告第 31号Ｑ６） 
 

・ ＩＴを利用した情報システムの全般統制に関して、財務報告に関する重要な

スプレッドシートとユーザー開発のプログラムの計算結果の正確性の検討やセ

キュリティの確保について、被監査会社に統制のデザインが存在しないという

事実を把握しているにもかかわらず、これに対する代替的な検証を実施してい

ない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 31号第 10項） 

 

・ 滞留売掛金の評価や商品評価損の検討に際して、情報システムによって作成

された情報を利用する場合の情報の正確性及び網羅性の検討を行ったとしてい

るが、検討過程及び結論を監査調書に記載しておらず、監査手続を実施したこ

とが確かめられない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 12項、同報告書第 31号第 11項） 

 

・ 被監査会社は、業務用コンピュータの運用サービスを外部に委託しているが、

当該委託に係る契約書（業務委託基本契約書等）やサービス仕様書などを入手

しておらず、また、当該委託業務に係る内部統制の検証を行っていない。【平成

20年度検査】 

（ＩＴ委員会報告第３号第 18項） 
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・ 被監査会社は、原価計算システムを機能追加した財務会計システム、購買シ

ステム及び給与システムを利用していることからＩＴの利用が限定的な場合に

該当しないにもかかわらず、「ＩＴの利用が限定的であり、安定度が高く、情報

システムに前年度との間で重要な変更がないため、ＩＴの利用に関するリスク

評価手続の一部を省略する。」として、ＩＴに関する全般統制の理解及び評価を

省略している。また、ＩＴに関する全般統制の理解及び評価をせずに、仕入プ

ロセスの監査手続において、ＩＴによる業務処理統制を利用した監査手続を実

施している。【平成 20年度検査】 

（ＩＴ委員会報告第３号第３・29項） 
 

⑦ リスク対応手続の立案 

 

・ サンプル数などの監査手続の範囲を監査上の重要性や重要な虚偽表示のリスク

に関する評価等を考慮して決定しておらず、従前の監査手続を踏襲している。【平

成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 17項） 

 

・ 運用評価手続におけるサンプル数の決定について、「財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準」（企業会計審議会）Ⅲ４（２）①ロ「業務プ

ロセスに係る内部統制の運用状況の検討」を参考にして、運用評価手続としての

サンプル数をすべてのテストにおいて 25 件としたとしているが、統制活動の頻

度や重要な虚偽表示のリスクの程度を考慮していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 44項） 

 

⑧ 財務諸表の監査における不正への対応 

 

・ 収益認識における不正リスクや経営者による内部統制の無視のリスクについて、

その検討や対応する監査手続を実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 35号第 60・74・110項） 

 

・ 不正リスク要因を検討する際に、「不正リスクチェックリスト」にマークを付

しているが、質問や閲覧など実施した監査手続の過程を監査調書に記載しておら

ず、監査手続を実施したことが確かめられない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 35号第 107・108項、同報告書第 36号第８・10項） 

 

・ 代表取締役社長や監査役会と監査結果の報告会は実施しているが、不正に関す

る質問を実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 35号第 33・34・43・109項） 
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・ 不正による重要な虚偽の表示が行われる可能性に関する監査チーム内での討議

及び重要な結論について、監査調書に記載しておらず、監査手続を実施したこと

が確かめられない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 35号第 27・107項、同報告書第 29号第 16・116項） 

 
⑨ 監査手続書の作成 
 
・ 当監査法人の標準的監査手続書をそのまま適用し、被監査会社の業種に特有な

勘定科目を考慮した監査手続書を作成していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 27号第 24項） 
 

⑩ 詳細な監査計画 

 

・ 売掛金、売上高及び貸倒引当金以外の勘定科目について、識別されたリスクに

基づいて実施する実証手続、その実施の時期及び範囲を記載した詳細な監査計画

を作成していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 27号第 14～16・22項） 

 

⑪ 監査計画の修正 

 

・ 当初、運用評価手続を実施する予定としていた販売サイクルについて、後に当

該手続を実施しないこととしたにもかかわらず、監査計画書に修正の理由を記載

していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 27号第 17・22項） 

 

(2) リスク対応手続 

 

・ 被監査会社の主要な業務である小売店業務においては、ＰＯＳシステムによる手

作業を介在させない高度な自動化処理が行われている。監査チームは、業務処理統

制のうち手作業による「回収」プロセスの承認手続のみを運用評価手続の対象とし

ており、自動化された「受注」、「出荷」、「売上計上」、「請求」及び「会計処理」の

各プロセスに含まれる、重要な自動化された業務処理統制に関する運用評価手続を

実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第 109項、同報告書第 30号第７・24項） 

 

・ 販売サイクル及び購買サイクルについては、実証手続により入手した監査証拠の

みでは、財務諸表項目レベルの重要な虚偽表示のリスクを合理的に低い程度にまで

抑えることが不可能又は実務的ではないと判断して、関連する内部統制のリスク評
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価手続及び運用評価手続を実施している。しかしながら、販売サイクルについては、

「売上計上」以外の「受注」、「出荷」、「請求」、「回収」及び「会計処理」の各プロ

セスに関し、合理的な理由なく、運用評価手続を実施していない。また、購買サイ

クルについては、「仕入計上」以外の「発注」、「入庫・検収」、「支払」及び「会計処

理」の各プロセスに関しても同様の判断をしたため、運用評価手続を実施していな

い。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 29号第 109項、同報告書第 30号第７・24項） 

 

・ マンション等の建設及び販売などを事業としている被監査会社の売上高に関して、

運用評価手続と実証手続を組み合わせた監査アプローチを採用すると計画している

にもかかわらず、運用評価手続を実施せず、売上金額が多額の物件に対する引渡関

連資料との照合や入金確認等の詳細テストによる実証手続のみを実施している。ま

た、収益認識における不正リスクの検討及び対応手続を実施していない。【平成 20

年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 22項、同報告書第 35号第 60項） 
 

・ 販売サイクルなど主要な業務サイクルに対する運用評価手続について、業務サイ

クルごとのリスク評価に対応して策定された監査計画に従って、対象期間全体を通

した運用評価手続を実施することが求められている。しかし、各サイクルにおける

運用評価手続の実施時期が特段の理由なく特定の月の取引に限定され、期間全体に

対して実施していない業務、実施した手続の内容が対象月によって理由なく異なっ

ている業務、残余期間における手続が実施されていない業務がある。また、監査計

画において策定したサンプル数に対して、実施した手続のサンプル数が特段の理由

なく過不足している業務がある。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 17・34・36項） 

 

(3) 会計上の見積りの監査 

 

① 関係会社株式の評価 

 

・ 市場価格のない子会社株式の実質価額が著しく低下しているにもかかわらず、

子会社の事業計画等を入手しておらず、当該子会社株式の実質価額の回復可能性

を十分に検討せずに、回復可能性があると判断している。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項） 

 

・ 帳簿価額と比較して実質価額が著しく低下している非上場株式の減損処理につ

いて、被監査会社から土地の含み益を加味すると下落率が 50％未満になるため減

損処理を行わないとの口頭説明を受け、被監査会社が減損処理を行わないことを
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容認しているが、土地の含み益及び当該株式の実質価額の回復可能性に関する証

拠を入手しておらず、監査調書に当該説明についての記載もない。【平成 20年度

検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９・22項） 

 

② 無形固定資産（のれん） 

 

・ 被監査会社は、子会社数社の株式取得及び当該子会社同士の合併により発生し

た多額の「のれん」（連結総資産に占める割合は 50％以上）を連結財務諸表上、

無形固定資産に含めて計上している。監査チームは、「のれん」に減損の兆候はな

いとしているが、被監査会社から入手した当該子会社の経営計画等について、検

討の過程及び結論を監査調書に記載しておらず、監査手続を実施したことが確か

められない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９・22項） 

 

③ 貸倒引当金 

 

・ 長期未回収の長期貸付金等について、貸倒懸念債権に該当するかどうかを検討

することなく、被監査会社が算定した貸倒引当率に基づく貸倒引当金の設定を容

認している。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項） 

 
④ 繰延税金資産の回収可能性 

 

・ 被監査会社の業績が十分に安定的であるとはいえない状況において、過年度の

課税所得を監査調書に記録しているが、将来年度の課税所得の十分性について検

討していないにもかかわらず、繰延税金資産の回収可能性に関する被監査会社の

判断を容認している。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項、監査委員会報告第 66号５） 

 

・ 被監査会社の繰延税金資産の回収可能性に係る監査基準委員会報告第 66 号に

おける区分２に該当する会社について、有価証券評価損、ゴルフ会員権評価損及

び土地評価損等のスケジューリング不能将来減算一時差異について、将来の売却

計画等により実現する時期等を検討することなく、繰延税金資産の計上を容認し

ている。被監査会社が監査チームの指導に従って一部のスケジューリング不能差

異については繰延税金資産を計上しないなど、改善への姿勢がみられるようにな

ったことから今後に期待ができ、また、当該スケジューリング不能将来減算一時

差異にかかる繰延税金資産を計上しても、「重要性は必ずしも大きくない」と判
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断したことを容認の理由としてあげている。なお、当該繰延税金資産の金額は重

要性の基準値を大幅に超えている。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項、監査委員会報告第 66号５） 

 

⑤ 退職給付引当金 
 

・ 被監査会社が、退職給付引当金の計算に当たって割引率や期待運用収益率を変

更しているにもかかわらず、当該変更の妥当性を検討していない。【平成 19年度

検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項） 

 

・ 年金数理人が算定した退職給付債務及び退職給付費用に基づく退職給付引当金

と被監査会社の計上額との間に重要な差異が発生しているにもかかわらず、差異

についての分析を行っていない。また、退職給付費用がマイナス（費用の戻入）

となっているにもかかわらず、原因を調査していない。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項、同報告書第 14号第 13項） 

 

・ 退職給付引当金が重要な残高であるにもかかわらず、退職給付債務及び年金資

産残高について、年金数理人や資産運用会社に対して確認を行っていない。【平

成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９・11項、監査基準委員会報告書第 14号

第４項） 

 

・ 被監査会社が市販のパッケージソフトウェアを利用して算定した退職給付債務

に関し、当該パッケージソフトウェアの信頼性を検証する手続や、期末の退職給

付債務額について、退職給付の個人別データからサンプルを抽出し、関連証憑資

料との照合や計算チェックなどの退職給付債務計算の正確性を検証する手続を

実施していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項） 

 

・ 前年度と異なる年金数理人が退職給付債務を計算しているにもかかわらず、「個

人別データ等の計算の検証については、前年度検証済であり、その後計算の概要

に変化がないことから、当期においては検証を省略している。」として、被監査

会社から年金数理人に提出されたデータが会計記録と整合していることを確か

める手続を実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 14号第 11項） 
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⑥ 完成工事補償引当金 

 

・ 被監査会社は、過去の完成工事に係る補償額について、従来の発生時費用処理

から当期より補償実績率に基づく見積補償額を計上する方法に会計方針を変更

しているため、特別な検討を必要とするリスクとして識別しているが、計算の正

確性の検証に止まり、被監査会社が実施した見積補償額の算定における仮定の適

切性（過去の補償実績率の計算の方法及び補償期間の妥当性等）を検討していな

い。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項） 

 

⑦ 工事損失引当金 

 

・ 建設業を営んでいる被監査会社が工事損失引当金を計上していないことについ

て、業務執行社員は、「被監査会社は赤字工事を受注していない｣としているが、

被監査会社に赤字工事が存在するか否かを確かめていない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９項） 

 

(4) 金融資産の消滅の認識の検討 

 

・ 被監査会社が売掛債権を第三者に譲渡した取引について、当該債権譲渡に係る売

買契約書を入手しておらず、当該契約が金融資産の消滅の認識の要件を満たしてい

るかを検討していない。また、当該取引の法律関係等について監査チーム内で検討

することが困難であるにもかかわらず、弁護士等の法律の専門家の意見を入手して

いない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 31号第 19項、同報告書第 14号第４項） 

 

(5) 売上 

 

・ 被監査会社の経営環境の悪化に伴い、売上として認められない未出荷売上が計上

されるリスクを特別な検討を必要とするリスクとして識別し、未出荷売上の期間帰

属の妥当性を確かめるため、未出荷理由の検討や代金の回収条件の確認等を計画し

ていたが、預り依頼書を入手して売上数量を確認したのみでその他の監査手続を実

施していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 51項、同報告書第 31号第 19項） 

 
 (6) 立会 
 

・ 決算日以外の日を実地たな卸の基準日として立会を行っているが、当該基準日か
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ら決算日までのロール・フォワード手続を実施していない。また、監査手続書にお

いて入手することとされている入出庫のカット・オフ・データを入手していない。

【平成 19年度検査】 

（監査委員会報告第８号第３項、同報告第 72号第６項（１）） 

 

・ 実地たな卸立会において、監査手続書上、テスト・カウント後にテスト・カウン

トの数量と被監査会社が作成した在庫一覧の数量を突合するとしているが、一部に

ついて手続が未了である。【平成 20年度検査】 

（監査委員会報告第８号第２項） 

 

・ 不動産会社において、重要性のある販売用不動産及び仕掛販売用不動産について、

内部統制の運用評価手続等を実施せずに、被監査会社が実地たな卸や視察などの現

場確認を実施しないとする判断を受け入れている。また、上記のたな卸資産に対す

る立会等を実施しなかったこと及びその理由等を監査調書に記載していない。【平

成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30 号第７項、監査委員会報告第８号第１項・解説Ⅲ第

７項） 

 

(7) 確認 

 

・ 売掛金の確認先抽出時に使用している残高明細表の合計額と帳簿上の売掛金金額

が一致しているかどうかを確かめておらず、結果として両者の間に重要性のある差

額が生じていることを看過している。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 31号第 11項） 

 

・ 被監査会社から残高確認の発送対象を一部除外するよう要請され、正当な理由が

ないにもかかわらず、応じている。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 17項） 

 

・ 残高確認状の発送等について、被監査会社に依頼するなど、自ら発送及び回収し

ていない。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 21項） 

 

・ 売掛金について、被監査会社の作成した勘定科目明細を通査して「通査した結果、

全て法人（＝個人でない）に対する売掛金であり、特に問題となる債権はない。」

と結論付け、確認状を発送していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第３・５項、同報告書第 36号第８項） 

 

 22



 

・ たな卸資産残高のうち外部保管在庫の割合が非常に高く（70％程度）、その金額に

重要性があるにもかかわらず、外部保管先に対して確認手続又は実地たな卸の立会

を実施していない。また、会社が入手している外部保管先の在庫証明書との突合等

も実施していない。なお、たな卸資産サイクルにおける内部統制の運用評価手続も

十分に実施していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第７・21・47項） 

 

・ 決算日以外の日を売掛金の確認基準日として確認手続を実施しているが、当該確

認基準日から決算日までのロール・フォワード手続を実施していない。【平成 19年

度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 28項、監査委員会報告第 72号第６項（１）） 

 

・ 多額の確認差異が発生しているにもかかわらず、証憑との突合等、その発生原因

を把握するために必要な監査手続を実施していない。また、確認差異について、そ

の内容や量的・質的影響を検討していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 25項） 

 

・ 工場の複数の当座預金勘定において、帳簿残高と銀行からの確認状残高との間に

差異があり、その金額に重要性があるにもかかわらず、本社監査担当者は工場監査

担当者が、また、工場監査担当者は本社監査担当者が、当該差異の検証を実施する

ものと思い込み、差異調整を実施していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 25項） 

 

・ 回収した確認状における確認先の署名欄に代表者印や会社印ではなく、三文判の

個人印が押印されているものについて、回答の信頼性を検討していない。【平成 20

年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 24項） 

 

・ 売掛金に関する確認状の未回収先について、被監査会社に対する入金の有無の質

問に止まり、入金額を当座勘定照合表と照合する等の代替手続を実施していない。

【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 22項） 

 

・ 確認状が監査報告書日付までに返送されなかったにもかかわらず、理由なく代替

手続を実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 22・23項） 

 

・ 買掛金について発送した確認状のうち、回答がなかったものについて、代替手続
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を実施したとしているが、当該手続は、未回収の確認状の金額の一部分（金額で 10％

未満）についてのみ発注書や請求書と突合したものであり、確認金額全体を対象と

した代替手続とはなっていない。監査チームは、さらに、確認以外の他の監査手続

を実施し、買掛金の勘定残高について十分な心証を得たとしているが、当該監査手

続の具体的内容や監査手続全体についての十分性の検討過程及び結論を監査調書

に記載しておらず、監査手続を実施したことが確かめられない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第 22・27項、同報告書第 36号第８項） 

 

・ ３月末決算の被監査会社のクレジット会社に対する売掛金について、確認状を発

送せず、３月末の各残高と４月中の入金額を比較しているが、締め日の違いなどか

ら差異が発生しているにもかかわらず当該差異の分析を行っておらず、内部統制の

運用評価手続も行っていない。また、売掛金について確認状を発送しないと判断す

る場合の理由と実施すべき他の監査手続の十分性に関して検討したとしているが

その結論を監査調書に記載しておらず、監査手続を実施したことが確かめられない。

【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 19号第３・５項、同報告書第 36号第８項） 

 

(8) 分析的実証手続 

 

・ 実証手続としての詳細テストを実施せずに、分析的実証手続のみを実施するとし

た場合において、被監査会社にとって営業上重要な意味を持つ財務諸表項目につい

て、推定値の算出や、推定値と財務諸表項目の金額又は比率との重要な差異の基準

値の決定をしておらず、重要な差異に該当するか否かの判断及びそれに基づく調査

を行っていない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第１号第 18・20・21項） 

 

(9) 連結財務諸表の監査 

 

① 連結の範囲 

 
・ 被監査会社が、株式を 100％保有する子会社２社を連結の範囲から除外してい

ることについて、量的側面から重要性が著しく低いとして、被監査会社の判断を

妥当と判断しているが、その監査調書を作成しておらず、質的側面からの検討も

行っていない。【平成 19年度検査】 

（監査・保証実務委員会報告第 52号第３項） 
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② 連結財務諸表の監査 

 
・ 連結キャッシュ・フロー計算書について、連結貸借対照表及び連結損益計算書

との整合性の確認に止まり、個々の数値の正確性について検討していない。【平

成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 24号第 16項、同報告書第 31号第２項） 

 

・ セグメント情報の注記について、連結貸借対照表及び連結損益計算書の数値と

セグメント情報との整合性の確認に止まり、個々の数値の正確性について検討し

ていない。【平成 20年度検査】 

（監査委員会報告第 53号第３・５項（５）） 

 

・ 重要性のある連結子会社について、会社区分及び繰延税金資産の回収可能性の

検討をしていない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 13号第７・９・22項、監査委員会報告第 66号） 

 

(10) 関連当事者 

 

・ 実施すべき監査手続のチェックリストにマークを付しているのみで、関連当事

者に関する資料の入手を行っていない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 34号第２・６・８～10・13・14項） 

 

・  被監査会社の経理担当者が作成した関連当事者の範囲に関する資料を入手して

いるが、当該資料の正確性や関連当事者取引の網羅性に関する検討等を行ってい

ない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 34号第２・６・８～10・13・14項） 

 

(11) 後発事象 
 

・ 被監査会社又は連結子会社について、決算日後の取締役会等の議事録の閲覧や月

次試算表等の内容の検討を行っておらず、財務・経理担当役員等に対する質問等も

行っていない。【平成 19年度検査】 

（監査・保証実務委員会報告第 76号８（３）①・③） 

 

・ 他の監査人に対して発送した後発事象の有無に関する確認状の回答期限が、会社

法監査報告書日後となっている。また、当該確認状は、被監査会社を通じて入手し

ており、他の監査人から直接入手していない。【平成 19年度検査】 

（監査・保証実務委員会報告第 76号８（３）③） 
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・ 重要な海外の連結子会社に関し、現地の他の監査人の監査結果を利用すること

としているが、後発事象に関する報告書を監査報告書日後に回収しており、監査

報告書日以前に代替手続も実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査・保証実務委員会報告第 76号８（３）③） 

 

・ 後発事象に関するチェックリストを使用し後発事象の有無を確認したとしてい

るが、監査調書はマークを付したチェックリストのみであり、取締役会議事録に

ついて閲覧した開催日の日付や項目等が記載されていない。また、マークを付す

手続を実施した日付や担当者の署名がない。【平成 19年度検査】 

（監査・保証実務委員会報告第 76 号８（３）①、監査基準委員会報告書第 36 号

第 21項） 

 

(12) 財務諸表の表示及び開示 

 

・ 連結財務諸表の「リース関係」、「有価証券関係」、「退職給付関係」及び「税効

果関係」の注記について、被監査会社の担当者が注記情報を作成するために作成

した数値の集計表を入手し、これと注記の金額との照合に止まり、集計表の数値

の正確性等を検証していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 30号第 64項） 

 
(13) 経営者確認書 

 

・ 入手した経営者確認書について、以下の事項の記載が漏れている事例がみられ

る。【平成 19・20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第３号第６･７項、同報告書第 34号第 15項（１）） 

ｱ) 一定の金額基準を超える未訂正の財務諸表の虚偽の表示が存在する場合、監

査人が発見した未訂正の財務諸表の虚偽の表示による影響が、個別に集計して

も、財務諸表全体にとって重要でない旨 

ｲ) 関連当事者との取引は適切に注記している旨 

ｳ) 財務諸表に計上又は注記している事項を除き、重要なデリバティブ取引はな

い旨 

ｴ) 重要性のある繰延税金資産の回収可能性に関する経営者の見解 

ｵ) 監査報告書に記載のある重要な会計方針の変更がある場合のその旨及び理由 

ｶ) 監査人から要請のあった関連当事者の存在及び関連当事者との取引の識別に

関するすべての資料は監査人に提供した旨 

 

・ 経営者確認書を監査報告書の交付日に入手していない。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第３号第５項（４）） 
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   ・ 重要な会計方針の変更に係る事項について、会社法の経営者確認書で確認する

ことを失念し、金融商品取引法の経営者確認書だけで確認している。【平成 20 年

度検査】 

    （監査基準委員会報告書第３号第５（５）・７項） 

 
 (14) 他の監査人の監査結果の利用 

 

・ 他の監査人の監査結果を利用しているにもかかわらず、他の監査人の信頼性の

程度を確かめていない。また、被監査会社、子会社及び関連会社に対し、他の監

査人が独立性を保持していることを確認する文書を入手していない。【平成 19 年

度検査】 

（監査基準委員会報告書第８号第６・７項（１）） 

 

・ 他の監査人に対して、重要性の判断基準に関する監査指示書や質問書を送付し

ておらず、検出事項一覧表、後発事象の発生の有無に係る回答等も入手していな

い。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第８号第７項（５）、監査・保証実務委員会報告第 76 号

８（３）③）  

 

・ 海外子会社の監査手続において、海外会計事務所に対する質問書等の送付を被

監査会社経由で行っている。また、質問書の回答を審査日後に入手している。【平

成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第８号第７項） 

 

・ 被監査会社の海外子会社に関して、現地の他の監査人の監査結果を利用するこ

ととしているが、当該他の監査人に対する指示書において、監査の実施に際して

準拠すべき会計基準を指示しておらず、現地の会計基準で作成された財務諸表に

ついて、日本の会計基準との違いによる会計処理に大きな差異がないことを確か

めていない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第８号第７・10項） 

 

・ 被監査会社の海外子会社に関して、現地の他の監査人の監査結果を利用してい

るが、多額の減損損失を財務諸表で確認するに止まり、質問や追加資料の入手な

どの監査手続を実施しておらず、追加手続の必要性の検討もしていない。【平成 20

年度検査】 

（監査基準委員会報告書第８号第 10項） 
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 (15) 専門家の業務の利用 

 

・ 所有する多額の土地について減損を行うかどうかの検討を行う際に、不動産鑑 

定士の評価結果を利用しているが、当該不動産鑑定士の専門家としての能力や業

務の客観性について、検討した過程を監査調書に記載しておらず、監査手続を実

施したことが確かめられない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 14号第６・７・17項） 

 

・ 退職給付引当金の退職給付債務の計算について、信託銀行が発行した「数理評

価計算結果報告書」を利用しているが、当該年金数理人の専門家としての能力に

ついての検討をしていない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 14号第６項） 

 
(16) 総括的吟味のための分析的手続 

 
・ 監査の最終段階における財務諸表の総括的吟味に用いられる分析的手続を実施

しておらず、財務諸表が全体として監査人の理解と合致していることについての

全般的な結論を形成していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第１号第５・23～25項） 
 

(17) 訴訟事件等に係るリスク管理体制の評価 
 

 ・ 重要な訴訟事件を抱えている被監査会社の監査において、訴訟事件に係るリス

ク管理体制の検討・評価を行っていない。【平成 18年度検査】 

（監査委員会報告第 73号第４項） 
 
(18) 弁護士への確認 

 

・ 金額的重要性が高い訴訟事件であるにもかかわらず、弁護士への確認を行って

いない。【平成 19年度検査】 

（監査委員会報告第 73号第５項（１）） 

 

・ 会社法監査報告書日付までに回収していない確認状があるにもかかわらず、被

監査会社に対して回答の督促を依頼していない。また、回答日以後金融商品取引

法監査報告書日までの状況について弁護士に電話で確認したとしているが、監査

調書にその旨が記載されていない。【平成 19年度検査】 

（監査委員会報告第 73号第６項（５）③・８項） 
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・ 確認状を会社法監査報告書日付より１か月以上前に回収しているにもかかわら

ず、合理的な理由なしに、その後の状況を確認するための追加的な確認手続を実

施していない。【平成 19年度検査】 

（監査委員会報告第 73号第６項（４）②） 

 

(19) 期首残高の妥当性 

 

・ 前任監査人と被監査会社の間において、会計処理について意見が相違したこと

を理由として、期中に監査業務を引き継いだにもかかわらず、期首残高の妥当性

に関する監査手続を全く実施していない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 33号第 19項） 

 

 

６．監査調書  

 

(1) 監査調書の作成 
 

・ 監査調書の整理について、以下のような不備事例がみられる。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 36号第 25・28項） 

ｱ) 監査報告書提出後に補完的に実施した監査手続を当初作成した監査調書に加

筆修正を行っている。 

ｲ) 監査業務の定期的な検証により発見された不備に対し、業務執行社員は、最終

的に整理・完成された監査調書と明確に区分せずに、遡って訂正している。 

 

・ 監査業務における独立性に関する調査を電子的に行っているが、調査資料が回収

担当者のパソコン内に保存されており、監査調書として保存されていない。【平成

18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 36号第８項） 

 

・ 時間が無かったとして、監査調書に、監査手続を実施した者及びその作成日の記

載をしていないものがある。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 36号第 21項（１）） 

 

（注）上記のほか、実施した監査手続、判断過程及び結論などが監査調書に記載さ

れていない事例が多数の監査業務において認められている。 
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 (2) 監査調書の査閲 

 

・ 業務執行社員等による査閲のサインがほとんど行われていない。【平成 18 年度

検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 27項、同報告書第 36号第 21項（２）・22項） 

 

・ 主査が査閲したとする監査調書について、第三者が見ても明らかに不備がある監

査調書においても押印がされており、査閲日の記載もない。【平成 20年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 21項、同報告書第 36号第 21項） 

 

(3) 監査調書の管理・保管 

 

・ 監査調書の管理・保管に関し、以下のような不備事例がみられる。【平成 18・19

年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 36号第 27項） 

ｱ) 代表社員の個人事務所や自宅に保管されている。 

ｲ) 過去の電子監査調書データ等が監査補助者の個人所有のＵＳＢメモリ等に保

存されている。 

ｳ) 保存期間満了後の監査調書が内容等が不明のまま、段ボール箱に箱詰めされ

て監査法人内の一角に積まれている。 

ｴ) 監査調書の総冊数や内訳を全く管理していない。 

ｵ) 精算表等の最終版のみを監査調書として保管し、監査手続を実施した過程の

書類をすべて廃棄している。 

ｶ) 回収用キャビネットに過去の残高確認状が混在している。 

ｷ) 外部の倉庫に保管している監査調書について、管理していない。 

 

・ 監査調書を被監査会社の鍵付ロッカーに保管しているが、鍵の管理を被監査会

社に任せている。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 86・89 項、監査基準委員会報告書第 36 号

第 27項） 

 

 

７．監査業務に係る審査  

 

(1) 方針及び手続 
 
・ 協会が公表した「監査の品質管理規程の例示について」をそのまま監査法人の内

部規程等としたため、コンカリング・レビュー・パートナー方式を採用しているに
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もかかわらず、合議制審査の規程となっている。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 63項） 
 

(2) 審査態勢 

 

① 審査態勢全般 

 

・ 社員間で互いの監査手続を検証することに抵抗があり、他の社員の行った監査

業務に干渉しないことなどから、重要な論点に関する質問等の審査が行われてい

ない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 66項、監査基準委員会報告書 32号第 38項） 

 
② 審査担当者の適格性 

 
・ 補助者として監査業務に関与している者やシステム監査に従事した者が、審査

担当者に任命されている。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 73項（２））  
 
・ 内部規程において、意見形成の妥当性に関する審査は、社員から構成される審

査委員が行い、表示の妥当性に関する審査は、審査委員の補助者である監査スタ

ッフが行い、その結果を審査委員がレビューする旨を規定しているが、当該監査

スタッフの審査結果を審査委員がレビューしておらず、監査スタッフが意見形成

の妥当性に関する審査まで実施している。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 72項） 
 
③ 合議制審査 

 
・ 内部規程において、審査は審査委員会による合議制により実施し、当該審査委

員会は審査委員の過半数の出席により成立することとしているが、審査委員のほ

とんどが監査業務の関与者であり、審査に加わることができないため、実際には、

審査委員１名のみにより審査が実施されている。【平成 18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 75項）  
 
・ 内部規程において、合議制による審査を行うとしているが、各審査委員は割り

当てられた監査業務における審査のみを実施し、その審査結果を要約した審査結

果報告書を審査委員長が最終的に確認するのみで、審査委員同士の相互査閲を行

っていないなど、合議制による審査が実施されていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 75項） 

 31



 

・ 内部規程において、合議制による審査を行うとしているが、社員全員がすべて

の監査業務に従事しており、審査適格者が存在しない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 75項（２）） 

 

 (3) 審査の実施 

 
   ①  計画審査 

 
・ 学校法人、公益法人及び独立行政法人等について、大会社等以外は必要ないと

考え、監査計画の審査を実施していない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 63・67項） 
 
②  事前審査 

 
・ 内部規程において、会計方針の変更や継続企業の前提に関する事項は事前審査

を受けなければならないとしているが、ソフトウェアの売上処理の変更や継続企

業の前提の注記を付すような監査業務について、事前審査を受けていない。【平

成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 30項） 
 

③  意見審査 

 

（未実施） 

 

・ 監査責任者は、担当する監査業務の審査の対応を監査補助者に任せ、審査の

実施の有無も確認しなかったことから、審査前に監査意見を表明している。【平

成 18年度検査】 

 （監査基準委員会報告書第 32号第 36～38項） 
 

・ 英文財務諸表（アニュアルレポート）に対する監査報告書を発行しているが、

審査を行っていない。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 63項） 

   
（審査資料の不備） 

 
・ 審査終了後に審査担当者が記入すべき審査資料の結論等の項目に、監査実施

者が事前に「問題無し」「同意する」等の記入を行っている。【平成 19 年度検

査】 
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（監査基準委員会報告書第 32号第 37・38項） 
 

・ 審査において、財務諸表（案）及び監査報告書（案）を検討したとしている

が、当該資料が、監査調書として保存されておらず、審査の対象となった書類

を特定することができない。【平成 18年度検査】 

 （監査基準委員会報告書第 32号第 37・38項） 
 

（審査不十分） 

 

・ 金融商品取引法監査の意見審査を、会社法監査の意見審査と併せて実施して

いるが、会社法監査報告書日以降、金融商品取引法監査報告書日までの間に、

有価証券報告書及び監査報告書に記載する重要な後発事象が発生したにもか

かわらず、表示等に関する審査を実施していない。【平成 18年度検査】 

 （監査基準委員会報告書第 32号第 39項） 
 
・ 意見表明の審査に当たり、業務執行社員が財務諸表（案）及び監査報告書（案）

を提出しておらず、それらを求めることなく、監査結果の概要に関する説明資

料のみを用いて審査が実施されている。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 38項） 
 

・ 総資産の 30％超を占める貸付金について、審査担当者は、業務執行社員を信

頼し、実施した監査手続や監査上の判断について質問等を行わなかったことか

ら、業務執行社員が取引の実態を把握せず、回収可能性の検討等を行っていな

かったことを看過している。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 37～39項） 

 

・ 審査で指摘された事項のフォローアップが未了であるにもかかわらず、業務

執行社員は、当該指摘事項が監査意見に影響を与えるものではないとして、審

査完了前に監査意見を表明している。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 32号第 36項） 
 
（審査過程の記載の不備） 

 
・ 審査委員会において合議制により審査を行ったとしているが、議事録に「監

査意見は妥当」と残されているのみで、審査担当員名、審査実施日、審査手続、

審査結果、審査担当員のコメント及び結論について、審査資料に記載がなく、

審査を実施したことが確かめられない。【平成 18年度検査】 
（品質管理基準委員会報告書第１号第 65項（３）・77項） 
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８．品質管理のシステムの監視  

 

(1) 品質管理のシステムの日常的監視 

 
・ 日常的監視について、以下のように形式的な監視やそのフォローアップが行われ

ていないものがある。【平成 19年度検査】 

 （品質管理基準委員会報告書第１号第 90・93項） 

ｱ) 独立性の確認の実施の有無について、口頭のみで確認している。 
ｲ) 独立性の確認において、未回収の回答書があることが日常的監視で発見された

が、回収を促すように口頭での指示に止まり、その顛末を確認していない。 
 
・ 日常的監視を実施したとしているが、監視手続の結果や発見事項の記録が残され

ておらず、社員会の議事録に担当者の報告の記録も残されていない。【平成 19年度

検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 90・93・104項） 
 

(2) 監査業務の定期的な検証 

 
・ 定期的な検証で指摘された事項の改善状況について、品質管理本部は、改善され

ていない事項を業務執行社員等が「改善済み」と記載した報告書を回収しているが、

これに対する確認作業を行っていない。【平成 18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 93項） 
 
・ 監査法人として検証すべき内容が決まっておらず、検証内容が担当者の判断に任

されているため、判断過程と結論が明記されているかといった監査調書の整備状況

の観点からのみの検証となっており、監査業務が監査基準や会計基準等に準拠して

実施されているか、及び協会レビューにおいて指摘された事項の改善がされている

か、といった観点からの検証が行われていない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 90項） 
 

・ 監査業務の定期的な検証の実施に際して、検証を行う十分な人員を確保できなか

ったことから、計画していた検証作業が未了となり、評価を行っていない。【平成

18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 15項（３）） 

 

・ 定期的な検証に際して、「監査業務の定期的検証チェックリスト」を利用してい

るが、当該チェックリストの公表後に公表・施行された監査基準や会計基準等に対

応した見直しを行わずに、定期的な検証が行われている。【平成 20年度検査】 
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（品質管理基準委員会報告書第１号第 90・93項） 

 

(3) 不服と疑義の申立て 

 

・ 法人内からの申立てについてのみ通報経路が明確にされており、外部からの申立

てを想定していない。【平成 19年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 107項） 

 

・ 被監査会社に係る匿名の情報が寄せられた案件を、当該被監査会社を担当する業

務執行社員に連絡している。【平成 18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 108項） 

 

 

９．監査事務所間の引継  

 

・ 監査人の交代に際し、後任監査人は、被監査会社から「監査人予定者が監査契約の

締結前に実施する監査業務の引継に関する守秘義務についての確認書」を入手せずに、

前任監査人に対して質問を行い、情報の提供を受けている。【平成 19年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 33号第 12項） 

 

・ 監査人の交代に際し、後任監査人は、重要な事項があると認識していたにもかかわ

らず、前任監査人の監査調書の閲覧を求めず、契約を締結している。【平成 19 年度検

査】 

（監査基準委員会報告書第 33号第３項） 

 

・ 継続企業の前提に関する注記が付されている被監査会社に関する前任監査人との引

継について、被監査会社の経営者等からのヒアリングにおいて交代に至る説明を受け、

誠実な対応を得たとの理由から、監査人の交代事由に関する見解について前任監査人

への質問を行っていない。【平成 18年度検査】 

（監査基準委員会報告書第 33号第 13項） 

 

 
10．共同監査  

 

・ 共同監査人の実施した監査手続について、自らの意見表明に際して必要と認めて当

該監査調書をレビューしたとしているが、その内容を監査調書に記載しておらず、監査

手続を実施したことが確かめられない。【平成 18年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 113項） 
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・ 共同監査人に対して、品質管理のシステムが監査業務の質を合理的に確保するもの

であるかどうかを確かめていない。【平成 20年度検査】 

（品質管理基準委員会報告書第１号第 113項、監査基準委員会報告書第 32号第 44項） 


